
  

 

 
 

   

人事労務担当者・使用者必見！ 労働法の基礎を学び、適切な職場運営を実現しませんか？ 

 労働者必見！知識が力になる！ 労働法の基礎を学び、働く安心を手に入れましょう！ 

 

 

 

 

※講義内容等については調整中のため、変更となる可能性があります。 

★昨年度の受講者からのご感想 
 ■労働法の概要のみならず、実務上注意するポイントが分かりやすく説明されていました。  

 ■１動画あたり 15分程度で分割して視聴することができたから受講しやすかった。    

 ■とても充実した内容だった。毎日コツコツ数十分間ずつ勉強できた。 

  

講

座 

テーマ（講義内容等 各回２時間） 講  師 

1 

◆雇用関係の成立・労働条件・人事等 

・働くとは何か？対等な当事者間での契約関係 

・労働契約の開始・労働契約の特殊性（労働条件の決定・変更） 

・人事異動（タテ・ヨコの一方的決定） 

法政大学法学部 教授  

藤木 貴史 氏  

2 
◆賃金/労働時間・休日・休暇１ 

・賃金の意義・賃金支払いの諸原則  ・賞与・退職金 

・労働時間の原則、時間外・休日労働と割増賃金   ・最低賃金 早稲田大学法学部 教授  

大木 正俊 氏  

3 

◆労働時間・休日・休暇２ 

 ・変形労働時間制、みなし労働時間制 ・年次有給休暇 

 ・年少者・母性保護 ・育児・介護休業 

４ 
◆労働契約の終了等 

 ・解雇制限の基本理念 ・労働契約の存続保護（解雇の救済等） 

 ・辞職・退職 

法政大学法学部 教授  

藤木 貴史 氏 

５ 
◆労働組合と法  

 ・労働者の権利と憲法 ・労働組合とは ・団体交渉と労働協約 

 ・争議行為 ・不当労働行為 
成城大学法学部 准教授  

後藤 究 氏  
６ 

◆多様な働き方に関する基本ルール  

 ・有期労働契約に関する規制 ・パートタイム労働に関する規制 

 ・派遣労働に関する規制  

・フリーランス保護に関する規制 

7 
◆労働に関わる重要な判例 

・１～６回の講座内容に係る労働に関わる重要判例 

 

中央大学法学部 教授  

井川 志郎 氏  

8 

◆労働保険・社会保険 

・労働保険・社会保険のしくみと役割 

・社会保険の適用拡大の今後の動き 

 ・労働災害防止と安全配慮義務、フリーランス保護の拡大 

 ・公的年金と企業年金、これからの年金制度を展望する 

特定社会保険労務士 

岩崎 仁弥  氏   

令和８年度 中期労働講座 
（主催 神奈川県かながわ労働センター） 
 

基礎からしっかり労働法

律 

  オンデマンド講座 

定員160 名 

申申込方法は裏面

に込方法は裏面に 

申込方法は裏面へ 

★主な対象者 人事労務担当者、労働者、テーマに興味のある方など、どなたでも 

■Ｗｅｂオンデマンド講座  

■視聴可能期間 令和８年10月１日(木)から12月24日(木)まで  

■受講料 ５,６１０円（全８回分 消費税込み）  



※かながわ労働センター川崎支所では、対面形式による中期労働講座を実施します。 
詳しくはかながわ労働センター 川崎支所：https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jg5/chuukikouza.html 

             申込方法   

 

労働法の基礎  
ここからスタート 
 

 かながわ労働センター本所 ホームページ よりお申込みください。 

  https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k5n/cnt/f7600/index.html   かながわ労働センター 本所  検索 

 

  

        申し込みから受講までの流れ         

【１】上記ホームページの「基礎からしっかり労働法」の申込みページ 

（e-kanagawa電子申請）からお申込みください。 
 

※受講料の納付方法について 

 (1)原則「電子納付（キャッシュレス）」となります。 

（電子納付の場合でも、インボイス対応の領収書等の発行に対応いたします） 

＊電子納付の場合は、e-kanagawa電子申請から受講料を納入してください。 

 

または (2)「納付書（振込用紙）による銀行振込」）の場合。 

 （システムの関係上受講料の確認に時間を要するため、申込みの締切りが早くなります。） 

＊納付書（振込用紙）による銀行振込の場合は、当センターから納付書を郵送します。 

神奈川県公金を納付できる金融機関窓口（ゆうちょ銀行及び郵便局を除く）において、 

受講料を納入してください。 

 

 

 

 

【２】受講料納付の確認後、９月１日以降(予定)、受講の詳細、視聴ＩＤとパスワード等をメールで 

送付します。 

【３】オンデマンド講座の視聴可能期間は、令和８年10月１日(木)～12月24日(木)9：00までです。 

※視聴期間に未視聴の場合でも、以後視聴はできませんのでご注意ください。 

【４】全８講座中６講座以上（１講座１時間以上視聴）視聴された方には、 

令和９年１月下旬までに、神奈川県知事名の修了証を郵送します。 
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「基礎からしっかり労働法」受講申込方法 

ご注意 

※ 一旦納入された受講料は還付いたしません。受講者の変更は承ります。 

※ 電話で受講料の納付確認をさせていただく場合があります。 

※ 申込み時期によっては、手続きのため、視聴期間が短くなることがあります。 

【問合せ先】 所在地 〒231-8583 横浜市中区寿町 1-4 電話 04５-633-6110（代表） 内線 2210 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k5n/cnt/f7600/index.html

